
地域振興券を取り扱う特定事業者のかた

を対象に、取り扱い方法などについての説

明会を開きます。特定事業者に登録される

かたは、ぜひご参加ください。直接会場へ。

日　時：３月12日(金)午後１時30分～
会　場：シャインプラザ平安閣秋田

地域振興券交付室q(866)2363
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秋田婦人ホームと秋田聖徳会若草ハイムでは、仕

事で帰宅が遅い家庭の小学生のお子さんを夜までお

預かりし、生活指導や夕食の提供をしています。ど

うぞご利用ください。

お預かりする時間は、平日が午後２時～10時、土

曜日が正午～午後10時。日・祝日は利用できません。

利用料は保護者の課税状況によって異なります。
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秋田婦人ホーム(楢山古川新町41-2) 1(831)1467
秋田聖徳会若草ハイム(川元小川町1-4) 1(823)1208
児童家庭課母子福祉担当1(866)2094

児童扶養手当
０歳から18歳までのお子さんや、中程度以上の障害

を持つ20歳未満のお子さんをお持ちの母子家庭のお母

さん、またはお母さんに代わってお子さんを養育して

いるかたは、児童扶養手当を受けることができます。

全額支給の場合、１人目のお子さんは月額42,130円。

２人目以降は加算があります。

●次のような児童を扶養している場合に受けられます

s父母が婚姻(事実上の婚姻関係、内縁を含む)を解消した児童

s父が死亡、または生死の明らかでない児童

s父が重度の障害を持つ児童

s父に１年以上遺棄されている児童

s父が１年以上拘禁されている児童

s婚姻によらないで生まれた児童
※ただし、受給者が公的年金（国民年金、厚生年金、恩
給など）の給付を受けられる場合は、支給されません。
また、受給者や扶養義務者の所得が一定額以上あると
きは、手当の一部または全部が支給されません。なお、
受給要件に該当した日から５年を経過している場合は、
認定の請求ができませんのでご注意ください。

●受給資格を失った場合はすぐに届け出を

受給者が公的年金の給付を受けるようになった場合

や、母親が婚姻した場合（事実上の婚姻関係、内縁関係

を含む）は、資格がなくなりますので、すぐに届け出

をしてください。そのまま受給していると、さかのぼ

って手当を返還していただくことになります。

児童家庭課q(866)2094

20歳以上で、身体障害者手帳１～２級程度の障害が重複していて、日常生活に
おいて常時特別な介護を必要とする在宅のかたが受けられます。
●手当額 月額26,700円

20歳未満で、身体障害者手帳のおおむね１級か療育手帳のＡ程度の障害があり、
日常生活において常時介護を必要とするかたが受けられます。
●手当額 月額14,520円

手続き・問い合わせ

手続き・問い合わせ

心身に中程度以上の障害がある20歳未満のかたを扶養している父や母、または

父母に代わって養育しているかたは、特別児童扶養手当を受けることができます。

●手当額 １級(重度障害児) 月額51,250円

２級(中度障害児) 月額34,130円

特別児童扶養手当

特別障害者手当

障害児福祉手当

※以上の手当制度は、身体障害者手帳や療育手帳を持っていなくても対象となります。また、本人が施設に
入所している場合、または本人や扶養義務者の前年の所得が限度額を超えている場合は対象になりません。

社会福祉課q(866)2093

地域振興券　　 の
説明会を開きます

取扱店

市葬儀事務所がこれまで行ってきた「霊きゅう自動車運送」「葬祭具貸付」「葬祭用品供給」の各事業を、
３月31日(水)をもって廃止します。ご了承ください。生活課1(８６６)２０７４

秋田公立美術工芸短大　
卒業制作展

と　き：３月６日(土)～13日(土)
ところ：美術工芸短大講義棟で

卒業生の作品約200点を展示します

問い合わせ 公立美術工芸短大1(888)8100


